
 

84-1 

 

第８４号議案 

 

 

 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例を別紙のように定める。 

 

 

   令和元年１２月１０日提出 

 

 

 

芦屋市長 伊 藤  舞    

 

 

 

 

提案理由 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，関係条例におい

て，会計年度任用職員に係る規定を整備するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 

（芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例（平成１３年芦屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（倫理規準の遵守） （倫理規準の遵守） 

第３条 議員及び市長等は，次の各号に掲げる倫理規準を遵守しな

ければならない。 

第３条 議員及び市長等は，次の各号に掲げる倫理規準を遵守しな

ければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）  

(5) 市職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員等を含む。）の採用に関し推薦又は紹介をしないこ

と。 

(5) 市職員（臨時職員等を含む。）の採用に関し推薦又は紹介を

しないこと。 

(6) （略）  (6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

（芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２６年芦屋市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 
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 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（休職の効果） （休職の効果） 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における

休職の期間は，３年を超えない範囲内において休養を要する程度

に応じ，個々の場合について任命権者が定める。 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における

休職の期間は，３年をこえない範囲内において休養を要する程度

に応じ，個々の場合について任命権者が定める。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する

第１項の規定の適用については，同項中「３年を超えない範囲内」

とあるのは「法第２２条の２第２項の規定に基づき任命権者が定

める任期の範囲内」とする。 

 

 

（芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年芦屋市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は１日以上６月以下の給料（法第２２条の２第１項第 第３条 減給は１日以上６月以下給料の１０分の１以下を減ずる
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改正後 改正前 

１号に掲げる職員については，給料に相当する報酬の額）の１０

分の１以下を減ずるものとする。 

２ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項

に規定する企業職員及び法第５７条に規定する単純な労務に雇

用される職員に該当する職員に係る減給は，前項の規定にかかわ

らず，１回の額が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１２

条第１項に規定する平均賃金の１日分の半額を超えない範囲内

で，減ずるものとする。ただし，１月における減給の総額は，そ

の月における給与の総額の１０分の１を超えてはならない。 

ものとする。 

 

（芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第４条 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２８年芦屋市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（休暇の承認） （休暇の承認） 

第１９条 職員は，第１０条から前条までに規定する休暇を取得し

ようとするときは，規則に定めるところにより請求し，任命権者

の承認を受けなければならない。 

第１９条 職員は，第１０条から前条までに規定する休暇を取得し

ようとするときは，規則に定めるところにより請求し，任命権者

の承認を受けなければならない。 

（会計年度任用職員の勤務時間，休暇等）  

第２０条 地方公務員法第２２条の２第１項に掲げる職員の勤務

時間，休暇等については，第２条から前条までの規定にかかわら
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改正後 改正前 

ず，その職務の性質等を考慮して，規則で定める。 

（規則への委任） （規則への委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，規則で定

める。 

第２０条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，規則で定

める。 

 

（公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第５条 公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例（平成１４年芦屋市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は，次に掲げる職

員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は，次に掲げる職

員とする。 

(1)～(2) （略） (1)～(2) （略） 

(3) 地方公務員法第２２条又は教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第１２条第１項に規定する条件付採用になっている

職員 

(3) 地方公務員法第２２条第１項又は教育公務員特例法（昭和２

４年法律第１号）第１２条第１項に規定する条件附採用になっ

ている職員 

(4)～(5) （略） (4)～(5) （略） 

３ （略） ３ （略） 
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（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正） 

第６条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成１４年芦屋市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は，次に掲げる職

員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は，次に掲げる職

員とする。 

(1)～(2) （略）  (1)～(2) （略） 

(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条又は教

育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１２条第１項に規

定する条件付採用になっている職員 

(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条第１項

又は教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１２条第１

項に規定する条件附採用になっている職員 

(4)～(5) （略） (4)～(5) （略） 

 

（芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例の一部改正） 

第７条 芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例（平成１７年年芦屋市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

（対象となる職員） （対象となる職員） 

第３条 休職の対象となる職員は，任期を定めて任用される職員以

外の職員で，次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

第３条 休職の対象となる職員は，次に掲げる要件をすべて満たす

者とする。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

 

（芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第８条 芦屋市職員の育児休業等に関する条例（平成４年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第５条の２ （略） 第５条の２ （略） 

２ 給与条例第２２条の４第１項に規定するそれぞれの基準日に育

児休業をしている職員のうち，基準日以前６月以内の期間におい

て勤務した期間がある職員（地方公務員法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員を除く。）には，当該基準日に係る勤

勉手当を支給する。 

２ 給与条例第２２条の４第１項に規定するそれぞれの基準日に

育児休業をしている職員のうち，基準日以前６月以内の期間にお

いて勤務した期間がある職員には，当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第６条 育児休業をした職員（地方公務員法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合にお

いて，他の職員との均衡上必要があると認められるときは，その

育児休業の期間を１００分の１００以下の換算率により換算して

第６条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において，他の

職員との均衡上必要があると認められるときは，その育児休業の

期間を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間

を引き続き勤務したものとみなして，その職務に復帰した日又は
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改正後 改正前 

得た期間を引き続き勤務したものとみなして，その職務に復帰し

た日又はその日後における最初の昇給日に，昇給の場合に準じて

その者の号給を調整することができる。 

その日後における最初の昇給日に，昇給の場合に準じてその者の

号給を調整することができる。 

（部分休業をしている職員の給与等の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第１０条 職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計

年度任用職員を除く。）が部分休業の承認を受けて勤務しない場

合には，給与条例第１５条の規定にかかわらず，その勤務しない

１時間につき，給与条例第１９条に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額して給与を支給する。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任

用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，芦屋市パ

ートタイム会計年度任用職員の報酬，期末手当及び費用弁償に関

する条例（令和元年芦屋市条例第  号。以下「パートタイム給

与条例」という。）第５条の規定にかかわらず，その勤務しない

１時間につき，パートタイム給与条例第９条に規定する勤務１時

間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。 

３ 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する会計年度任

用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，芦屋市フ

ルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例（令和元年芦屋市

条例第  号。以下「フルタイム給与条例」という。）第９条の

規定にかかわらず，その勤務しない１時間につき，フルタイム給

与条例第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して

給与を支給する。 

第１０条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，給

与条例第１５条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間につ

き，給与条例第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減

額して給与を支給する。 

 

（芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第９条 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年芦屋市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 
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 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

０３条の２第５項の規定に基づき，本市の特別職の職員で非常勤

のもの（議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。）の

報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるもの

とする。 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

０３条の２第４項の規定に基づき，本市の特別職の職員で非常勤

のもの（議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。）の

報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるもの

とする。 

 

（芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１０条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき，法第３条

第２項に規定する一般職に属する職員（法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。）の給

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき，法第３条

第２項に規定する一般職に属する職員（以下「職員」という。）

の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 
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改正後 改正前 

与に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１１条 芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２５年芦屋市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は，地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和２７年法律第２８９号）附則第５項において準用する地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規定に基

づき，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５７条に規

定する単純な労務に雇用される者（地方公務員法第２２条の２第

１項に掲げる職員を除く。以下「技能職員」という。）の給与の

種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は，地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和２７年法律第２８９号）附則第５項において準用する地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項の規定に基

づき，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５７条に規

定する単純な労務に雇用される者（以下「技能職員」という。）

の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

 

（芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１２条 芦屋市職員等の旅費に関する条例（昭和４１年芦屋市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 
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(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この条例において「何級の職務」という場合には，芦屋市一般

職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）

第３条第１項第１号に規定する行政職給料表による当該級の職

務（行政職給料表の適用を受けない職員については，規則で定め

る。）をいうものとする。この場合において，地方公務員法第２

２条の２第１項第２号に掲げる職員は，同表の１級の職務にある

者とみなす。 

２ この条例において「何級の職務」という場合には，芦屋市一般

職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）

第３条第１項第１号に規定する行政職給料表による当該級の職

務（行政職給料表の適用を受けない職員については，規則で定め

る。）をいうものとする。 

３ （略） ３ （略） 

 

（芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第１３条 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和４２年芦屋市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）  
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改正後 改正前 

(5) 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給

与額の例により実施機関が市長と協議して定める額 

 

 

（芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１４条 芦屋市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年芦屋市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 （一般の退職手当の額に係る特例） 

第７条の５ （略） 

 （一般の退職手当の額に係る特例） 

第７条の５ （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは，芦屋市一般職の職員の給与に関す

る条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の規定による給料表が

適用される職員については，給料，扶養手当及び地域手当の月額

の合計額とし，芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関す

る条例（令和元年芦屋市条例第  号）の規定による給料表が適

用される職員については，給料及び地域手当の月額の合計額と

し，その他の職員については，この基本給月額に準じて規則で定

める額とする。 

２ 前項の「基本給月額」とは，芦屋市一般職の職員の給与に関す

る条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の規定による給料表が

適用される職員については，給料，扶養手当及び地域手当の月額

の合計額とし，その他の職員については，この基本給月額に準じ

て規則で定める額とする。 

（勤続期間の計算） 

第８条 （略） 

（勤続期間の計算） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定による在職期間の計算は，月割計算とし，職員とな

つた日の属する月から退職した日の属する月までの月数（地方公

務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員にあつては，芦屋

２ 前項の規定による在職期間の計算は，月割計算とし，職員とな

つた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
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改正後 改正前 

市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２８年芦

屋市条例第２６号）第２０条の規定により定められられた勤務時

間以上に勤務した日が１８日以上ある月の月数）による。 

３～９ （略） ３～９ （略） 

 

（芦屋市職員の厚生制度に関する条例の一部改正） 

第１５条 芦屋市職員の厚生制度に関する条例（昭和３８年芦屋市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第２条 互助会は，本市に常時勤務する職員，公益的法人等への芦

屋市職員の派遣等に関する条例（平成１４年芦屋市条例第６号）

第２条第１項の規定による派遣をされた職員，法第２８条の５第

１項に規定する短時間勤務職員のうち１週間当たりの勤務時間

が３１時間の者及び法第２２条の２第１項に規定する会計年度

任用職員のうち１週間当たりの勤務時間が２９時間以上の者（以

下これらを「会員」という。）をもつて組織する。ただし，次に

掲げる者を除く。 

第２条 互助会は，本市に常時勤務する職員，公益的法人等への芦

屋市職員の派遣等に関する条例（平成１４年芦屋市条例第６号）

第２条第１項の規定による派遣をされた職員，法第２８条の５第

１項に規定する短時間勤務職員のうち１週間当たりの勤務時間

が３１時間の者及び法第３条第３項第３号に規定する非常勤の

嘱託員のうち１週間当たりの勤務時間が２９時間の者（以下これ

らを「会員」という。）をもつて組織する。ただし，次に掲げる

者を除く。 

(1) 法第２２条の３第４項又は第２６条の６第７項第２号に規

定する臨時的任用職員 

(1) 法第２２条第５項又は第２６条の６第７項第２号に規定す

る臨時的任用職員 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

（事業） （事業） 
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改正後 改正前 

第４条 互助会は，第１条の目的を達成するため，福利厚生事業，

給付事業及び施設の経営その他の事業を行う。 

第４条 互助会は，第１条の目的を達成するため，福利厚生事業，

給付事業及び貸付事業並びに施設の経営その他の事業を行う。 

 （市の負担金）  （市の負担金） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の負担金は，会員の給料等の総額を標準として算定するも

のとし，給料等の総額に対する負担金の割合は，１０００分の２

とする。 

２ 前項の負担金は，会員の給料等の総額を標準として算定するも

のとし，給料等の総額に対する負担金の割合は，１０００分の４

とする。 

 

（芦屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１６条 芦屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年芦屋市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し，任命権者

が報告しなければならない事項は，職員（臨時的に任用された職

員及び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員及び同法第２２条の２第１項第２

号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げ

る事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し，任命権者

が報告しなければならない事項は，職員（臨時的に任用された職

員及び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に

係る次に掲げる事項とする。 

(1)～(12) （略） (1)～(12) （略） 
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（芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第１７条 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３４年芦屋市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（非常勤職員の給与） （臨時に雇用される職員の給与） 

第１４条 企業職員で職員以外のものについては，職員の給与との

権衡を考慮し，予算の範囲内で給与を支給する。 

第１４条 企業職員で職員以外のものについては，職員の給与との

権衡を考慮して給与を支給する。 

 

（芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第１８条 芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２１年芦屋市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（非常勤職員の給与） （非常勤職員等の給与） 

第２３条 企業職員で職員以外のものについては，職員の給与との

権衡を考慮し，予算の範囲内で給与を支給する。 

第２３条 企業職員で職員以外のものについては，職員の給与との

権衡を考慮し，予算の範囲内で給与を支給する。 
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附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

（芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１３条による改正後の芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の規定は，この条例

の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 
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 参 照  

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定要綱 

 

１ 改正の趣旨 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，関係条例にお

いて，会計年度任用職員に係る規定を整備するため，この条例を制定しようとする

もの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 関係条例において，次のとおり会計年度任用職員に係る規定を定める。 

定める内容 該当条項 

ア 

休職期間 

会計年度任用職員の休職期間は，任命権者が定

める任期の範囲内とする。（第２条関係） 

芦屋市職員の分限の手続

及び効果に関する条例第

３条第５項 

イ減給 

パートタイム会計年度任用職員の減給を行う場

合は，給料に相当する報酬の額の１０分の１以

下を減ずるものとする。（第３条関係） 

芦屋市職員の懲戒の手続

及び効果に関する条例第

３条第１項 

ウ 

勤務時間

等 

会計年度任用職員の勤務時間，休暇等について

は，その職務の性質等を考慮して，規則で定め

る。（第４条関係） ※84-20 頁参照 

芦屋市職員の勤務時間そ

の他の勤務条件に関する

条例第２０条 

エ 

部分休業 

会計年度任用職員が部分休業により勤務しない

場合は，その勤務しない１時間につき，勤務１

時間当たりの給与又は報酬を減額して支給す

る。（第８条関係） 

芦屋市職員の育児休業等

に関する条例第１０条第

２項及び第３項 

オ旅費 

フルタイム会計年度任用職員は，旅費の計算に

当たっては，行政職給料表１級の職員であると

みなす。（第１２条関係） 

芦屋市職員等の旅費に関

する条例第２条第２項 

カ 

公務災害 

この条例が適用されるフルタイム会計年度任用

職員の補償基礎額については，常勤職員の公務

災害補償に係る平均給与額の例による。 

（第１３条関係） 

芦屋市議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５

条 
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定める内容 該当条項 

キ 

退職手当 

フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額に

係る特例の計算に用いる給与月額を給料及び地

域手当の合計額とする。（第１４条関係） 

芦屋市職員の退職手当に

関する条例第７条の５第

２項 

フルタイム会計年度任用職員の退職手当の計算

における在職期間の月数は，所定の勤務時間以

上勤務した日が１８日以上ある月の月数とす

る。（第１４条関係） 

芦屋市職員の退職手当に

関する条例第８条第２項

ク互助会 

１週間当たりの勤務時間が２９時間以上の会計

年度任用職員は，互助会に加入することができ

るものとする。またこれに伴い，市が負担する

負担金の割合を，給料等の総額に対する１００

０の４から１０００分の２に改める。 

（第１５条関係）

芦屋市職員の厚生制度に

関する条例第２条及び第

７条 

 

(2) 会計年度任用職員が対象となる次の関係条例において，会計年度任用職員を含む 

旨の規定を整備する。 

会計年度任用職員が対象となる内容 該当条項 

議員及び市長等が遵守すべき倫理基準のうち，その採用に

関し推薦又は紹介をしないことと定められている市職員の

範囲（第１条関係） 

※ 現行においても「臨時職員等」の採用に関し 

て推薦又は紹介をしないことと定められている。 

芦屋市議会議員及び市長

等の倫理に関する条例第

３条第１項第５号 

人事行政の運営等の状況の公表（第１６条関係） 

※フルタイムのみ 

芦屋市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条

例第３条 

 

(3) 会計年度任用職員が対象外となる次の関係条例について，会計年度任用職員を除 

外する旨の規定を整備する。 

会計年度任用職員が対象外となる内容 該当条項 

職員の自己啓発のための休職（第７条関係） 
芦屋市職員の自己啓発の

ための休職に関する条例

第３条 

育児休業中の職員であって基準期間内に勤務期間がある職

員の勤勉手当の支給（第８条関係） 

芦屋市職員の育児休業等

に関する条例第５条の２

第２項 
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会計年度任用職員が対象外となる内容 該当条項 

育児休業をした職員の職務復帰後における給料号給の調整 

（第８条関係） 

芦屋市職員の育児休業等

に関する条例第６条 

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の適用 

（第１０条関係） 

芦屋市一般職の職員の給

与に関する条例第１条 

芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用

（第１１条関係） 

芦屋市技能職員の給与の

種類及び基準に関する条

例第１条 

 

(4) 関係法律の条項の削除又は繰下げによる引用条項の整理 

                  （第５条，第６条，第９条及び第１５条関係） 

該当条項 内容 

公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に

関する条例第２条第２項第３号 
地方公務員法第２２条から第２項以下が

削除されたことによる整理 外国の地方公共団体の機関等に派遣され

る職員の処遇等に関する条例第２条第２

項第３号 

芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例第１条 

地方自治法第２０３条の２第４項の追加

による項の繰下がり 

芦屋市職員の厚生制度に関する条例第２

条第１項第１号 

地方公務員法において臨時的任用の規定

が第２２条から第２２条の３に改められ

たことによる整理 

 

(5) その他所要の規定の整備 

 

３ 施行期日 

(1)   令和２年４月１日 

(2)   経過措置 

   ２(1)カについて，改正後の芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の規定は，この条例の施行日以後に発生した事故に起

因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 
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第８４号議案説明資料 

 

会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則で定める主な内容 

 

  芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（以下「条例」という。）

第２０条の規定により規則で定める会計年度任用職員の勤務時間，休暇等の主な

内容については，以下のとおりとする。 

 

１ 勤務時間 

(1) 会計年度任用職員（パートタイム） 

    休憩時間を除き，1 週間当たり３８時間４５分未満の範囲で任命権者が定める。 

(2) 会計年度任用職員（フルタイム） 

  休憩時間を除き，1 週間当たり３８時間４５分とする。 

 

２ 時間外勤務代休時間 

条例第２条の２の規定の例による。 

【内容】 

月６０時間を超える時間外勤務を行った会計年度任用職員に対して，時間外勤務手 

当の支給割合の引上げ分に代えて，時間外勤務代休時間を指定することができる。 

 

３ 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限 

条例第２条の３の規定の例による。 
 
【内容】 

(1)  深夜勤務の制限 

     小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が，その子を養育

するために請求した場合，公務の正常な運営を妨げる場合を除き，深夜（午後１

０時～翌朝午前５時）における勤務をさせてはならない。 

 要介護者のある会計年度任用職員が，当該要介護者を介護するために請求した

場合も同様とする。 

(2)   時間外勤務の制限 

ア  ３歳に満たない子のある会計年度任用職員が，その子を養育するために請求

 した場合，その業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場

合を除き，時間外勤務（災害等による臨時の業務を除く。）をさせてはならない。 

イ 小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が，その子を養

育するために請求した場合，その業務を処理するための措置を講じることが著

しく困難である場合を除き，１月について２４時間，１年において１５０時間 

を超えて時間外勤務（災害等による臨時の業務を除く。）をさせてはならない。 
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ア及びイの規定は，要介護者のある会計年度任用職員が，当該要介護者を介

    護するために請求した場合も同様とする。 

 

４ 休憩時間 

条例第３条の例による。 

【内容】 

会計年度任用職員の休憩時間は，１日の勤務時間が６時間を超える場合は４５分， 

１日の勤務時間が７時間４５分を超える場合は１時間とする。 

 

５ 休息時間 

条例第４条の例による。 

【内容】 

特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の休息時間は，連続する

正規の勤務時間４時間につき１５分とする。 

 

６ 睡眠時間 

条例第５条の例による。 

【内容】 

１昼夜交替の勤務に就く会計年度任用職員に対しては，夜間に４時間を下らず７時 

間を超えない範囲内で睡眠時間を与える。 

 

７ 休日 

条例第６条の例による。 

【内容】 

会計年度任用職員の休日は，国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２

９日から１月３日まで（元日を除く。）とする。 

 

８ 休暇 

  会計年度任用職員の休暇は次のとおりとする。 

(1)   年次休暇 

 ア 付与基準 

週所定労働時間が２９時間以上の者については，５日以上の欄を適用する。 
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ただし，任用期間が６月以下の場合は，以下のとおりとする。

 
イ 取得単位 

１日，１時間又は１５分 

※ただし，１週当たりの勤務時間が２４時間未満のものは１日 

 

ウ 年次休暇の繰越し 

    年次休暇の残日数は，当年の付与日数を限度として，翌年に繰り越すことが 

できる。 

 

(2)   年次休暇以外の休暇 

 会計年度任用職員の年次休暇以外の休暇は次頁のとおりとする。 
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